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第１章 人事委員会の組織及び運営

Ⅰ 人事委員会

１ 人事委員会委員

職 氏 名 勤務別 任 期 現 （元） 職

委員長 富永 信一 常 勤 R 5. 4. 1～R 5. 7.16 元）県東京事務所長
R 5. 7.17～R 9. 7.16

委 員 宇那木 正寛 非常勤 H29. 7.27～R 3. 7.26 現）鹿児島大学教授
R 3. 7.27～R 7. 7.26

委 員 平山 勢津子 非常勤 R元. 7.17～R 4. 7.29 現)(株)玉里自動車学校代表取締役
R 4. 7.30～R 8. 7.29 社長

２ 令和５年度人事委員会開催状況

回 開 催 日 議 題

1 R5. 4. 3(月) １ 委員長の選任について
２ 委員長職務代理者の指定について

2 R5. 4.11(火) １ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（大学卒業程度）「特別枠」受験
申込状況について

２ 令和４年度鹿児島県職員採用セミナー等の実施結果について
３ 令和４年度苦情相談の状況について
４ 令和５年職種別民間給与実態調査について

3 R5. 5.10(水) １ 管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について
２ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（大学卒業程度）「特別枠」第１

次試験受験状況について
３ 第66回全国人事委員会連合会公平審査事務研修会の開催について

4 R5. 6. 8(木) １ 令和５年度就職氷河期世代を対象とする鹿児島県職員採用選考試験
の実施について

２ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（大学卒業程度）「特別枠」第１
次試験合格者数について

３ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（大学卒業程度）受験申込状況に
ついて

5 R5. 6.15(木) １ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（大学卒業程度）「特別枠」最終
合格者決定について

２ 職員に関する条例の制定等に係る意見の申出について
３ 委託等地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部改正に

ついて

6 R5. 7. 4(火) １ 令和５年度障害者を対象とする鹿児島県職員採用選考試験の実施に
ついて

２ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（大学卒業程度）第１次試験合格
者数について

３ 令和５年度九州地方人事委員会協議会委員長会議の結果概要につい
て
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回 開 催 日 議 題

7 R5. 7.18(火) １ 委員長の選任について
２ 委員長職務代理者の指定について
３ 委員長の専決処分について
４ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（民間企業等職務経験者対象）受

験申込状況について
５ 令和５年職種別民間給与実態調査の実施状況等について
６ 第1 3 1回全国人事委員会連合会総会の結果概要について

8 R5. 8. 8(火) １ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（大学卒業程度）最終合格者決定
について

２ 委員長の専決処分について
３ 令和５年度「フリートークカフェ」の実施結果について
４ 人事院勧告の概要について
５ 鹿児島県公務公共サービス労働組合協議会からの要請書について
６ 第66回全国人事委員会連合会公平審査事務研修会の結果概要につい

て

9 R5. 8.28(月) １ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（民間企業等職務経験者対象）第
１次試験受験状況について

２ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（短大卒業程度・高校卒業程度）
受験申込状況について

３ 令和５年度就職氷河期世代を対象とする鹿児島県職員採用選考試験
受験申込状況について

４ 人事委員会年報（令和４年度）について

10 R5. 9.15(金) １ 「令和５年職員の給与等に関する報告及び勧告」の基本方針（案）
について

２ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（民間企業等職務経験者対象）第
１次試験合格者数について

３ 令和５年度九州地方人事委員会協議会委員長・事務局長合同会議の
結果概要について

４ 鹿児島県地方公務員労働組合協議会からの要求書について

11 R5. 9.25(月) １ 「令和５年職員の給与等に関する報告及び勧告」について
２ 令和５年度障害者を対象とする鹿児島県職員採用選考試験受験申込

状況について
３ 令和５年度鹿児島県職員お仕事ガイダンスの開催について

12 R5.10. 3(火) １ 「令和５年職員の給与等に関する報告及び勧告」について

13 R5.10.26(木) １ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（民間企業等職務経験者対象）最
終合格者決定について

２ 退職をした者の退職手当の返納命令処分に係る意見の申出について
３ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（短大卒業程度・高校卒業程度）

第１次試験合格者数について
４ 令和５年度就職氷河期世代を対象とする鹿児島県職員採用選考試験

第１次試験合格者数について
５ 令和５年度障害者を対象とする鹿児島県職員採用選考試験第１次試

験受験状況について
６ 令和５年度鹿児島県技術職オンライン現場説明会の実施について
７ 令和５年九州各県人事委員会報告・勧告の概要について
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回 開 催 日 議 題

14 R5.11.16(木) １ 令和５年度鹿児島県職員採用試験（短大卒業程度・高校卒業程度）
最終合格者決定について

２ 令和５年度就職氷河期世代を対象とする鹿児島県職員採用選考試験
最終合格者決定について

３ 令和５年度障害者を対象とする鹿児島県職員採用選考試験第１次試
験合格者数について

15 R5.12. 5(火) １ 職員に関する条例の制定等に係る意見の申出について

16 R5.12.14(木) １ 令和５年度障害者を対象とする鹿児島県職員採用選考試験最終合格
者決定について

２ 職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正について
３ 令和５年度「１・２年生のためのお仕事ガイダンス」及び「保護者

・先生のためのお仕事ガイダンス」の実施結果について

17 R6. 1.11(木) １ 令和５年度鹿児島県職員採用試験結果の概要について
２ 令和５年度鹿児島県職員お仕事ガイダンスの実施結果について
３ 令和６年（審）第１号事案の受理について

18 R6. 2. 6(火) １ 職員の採用選考について
２ 審査請求の却下について
３ 令和５年度鹿児島県技術職オンライン現場説明会の実施結果につい

て

19 R6. 2.16(金) １ 職員の採用選考について
２ 令和６年度鹿児島県職員採用試験の実施について
３ 労働基準等に関する調査の実施結果について

20 R6. 3. 1(金) １ 職員に関する条例の制定等に係る意見の申出について

21 R6. 3.11(月) １ 令和６年度鹿児島県職員採用試験の実施について
２ 事務局職員の任免について
３ 令和５年度「フリートークカフェｉｎ福岡」の実施結果について

22 R6. 3.21(木) １ 鹿児島県人事委員会の行政組織等に関する規則の一部改正について
２ 鹿児島県職員の定年等に関する規則の一部改正について
３ 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部改正について
４ 令和６年度鹿児島県人事委員会開催計画について
５ 委員長の専決処分について
６ 令和６年（審）第１号事案の取下げについて
７ 令和６年度人事委員会事務局当初予算の概要について

＊定例の委員会における「翌月の委員会開催日程協議」については省略
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Ⅱ 事 務 局

１ 事務局の組織
（令和５年４月１日現在）

〈総務係〉
(兼)総務係長 主 査 主事(2)

総務課
(兼)課長 課長補佐

〈任用係〉
主幹兼任用係長 専門員 主事(3)

事務局長 次長
〈給与係〉
(兼)給与係長 主 査 主事

職員課
課 長 課長補佐

〈審査班〉
参 事 付 主 査

２ 事務分掌

総 務 課

総 務 係
（１）委員に関すること。
（２）委員会の会議及び議事に関すること。
（３）公印の保管，使用等に関すること。
（４）事務局の組織並びに事務局職員の人事，研修及び厚生福利に関すること。
（５）文書及び物件の収受，発送，保管及び廃棄に関すること。
（６）予算及び決算に関すること。
（７）厚生福利制度の研究及びその成果の提出に関すること。
（８）人事機関及び職員に関する条例の制定及び改廃に関する意見の申出に関すること

（総務係の分掌事務に係るもの）。
（９）他の係の所管に属しない事項に関すること。
（10）その他前各号の事務を執行するに必要な事務に関すること。

任 用 係
（１）人事機関及び職員に関する条例の制定及び改廃に関する意見の申出に関すること

（任用係の分掌事務に係るもの）。
（２）人事行政に関する調査に関すること。
（３）人事記録の管理及び人事に関する統計報告の作成に関すること。
（４）人事行政の運営に関する勧告に関すること。
（５）任命方法の一般的基準の制定に関すること。
（６）職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員により離職した者

の復職条件の決定に関すること。
（７）採用試験及び採用に係る選考に関すること。
（８）任用に関すること。
（９）条件付採用期間の延長の決定に関すること。
（10）人事評価（任用係の分掌事務に係るもの）及び研修に関する研究及びその成果の

提出並びに勧告に関すること。
（11）職員の定年等に関すること。
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職 員 課

給 与 係
（１）人事評価（給与係の分掌事務に係るもの），給与，勤務時間その他の勤務条件の研

究及びその成果の関係機関への提出に関すること。
（２）給料表に関する報告及び勧告に関すること。
（３）人事評価（給与係の分掌事務に係るもの）に関する勧告並びに給与，勤務時間その

他の勤務条件に関し講ずべき措置についての勧告に関すること。
（４）給与の支払の監理に関すること。
（５）職務に専念する義務の特例に関すること。
（６）人事機関及び職員に関する条例の制定及び改廃に関する意見の申出に関すること

（給与係の分掌事務に係るもの）。
（７）退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議及び意見の提出に関すること。
（８）その他前各号の事務を執行するに必要な事務に関すること。

審 査 班
（１）給与，勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求に対する審査，判定及び必要

な措置に関すること。
（２）不利益な処分についての審査請求に対する審査，裁決及び必要な措置に関すること｡
（３）職員の苦情処理に関すること。
（４）職員の分限，懲戒及び服務に関すること。
（５）職員の営利企業への従事等の制限に関すること。
（６）退職管理の適正の確保に関すること。
（７）職員団体の登録，登録の効力の停止及び登録の取消しに関すること。
（８）法人格法に基づく規約の認証及び認証の取消しに関すること。
（９）勤務条件に関する労働基準監督に関すること。
（10）管理職員等の範囲の指定に関すること。
（11）委託された公平委員会の事務の処理に関すること。
（12）人事機関及び職員に関する条例の制定及び改廃に関する意見の申出に関すること

（審査班の分掌事務に係るもの）。
（13）その他前各号の事務を執行するに必要な事務に関すること。

３ 人事委員会規則の制定・改廃
令和５年度に行った規則の制定・改廃は，次の表のとおりである。

公布年月日規則番号 規 則 名 概 要（施行年月日）

第３号 R6. 3.29 鹿児島県人事委員会の行政組織等 鹿児島県公文書等の管理に
（R6. 4. 1） に関する規則の一部を改正する規 関する条例の施行に伴う改

則 正
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第２章 人事委員会の業務

Ⅰ 任 用

１ 採用試験及び採用選考試験
令和５年度に人事委員会が実施した職員採用試験及び職員採用選考試験の結果の概要は，

次のとおりである。

(1) 大学卒業程度（特別枠）試験

大学卒業程度の学力を有する者（年齢22歳から29歳まで）を対象とする試験であり，特

別な公務員対策をしていない方でも受験しやすい試験として，平成29年度から実施してい

る。

事務職１職種（行政）と技術職１職種（土木）について，第１次試験を４月16日，第２

次試験を５月19日～６月５日に実施し，６月16日に最終合格者を発表した。

受験者219人，最終合格者47人，競争率4.7倍という状況であった。令和４年度に比べ，

受験者は50人（18.6％）減少した。

職種別の競争率を見ると，事務職では「行政」が4.8倍，技術職では「土木」が2.0倍で
あった。

(2) 大学卒業程度試験

大学卒業程度の学力を有する者（年齢22歳から29歳まで。ただし，保健師は21歳から29

歳まで）を対象とする試験である。

事務職２職種（行政及び警察事務）と技術職13職種について，第１次試験を６月18日，

第２次試験を７月11日～７月27日に実施し，８月９日に最終合格者を発表した。

受験者435人，最終合格者135人，競争率3.2倍という状況であった。令和４年度に比べ，

受験者は１人（0.2％）減少した。

事務職「行政」の受験者は306人，「警察事務」の受験者は16人で，事務職全体の競争率

は4.8倍であった。

一方，技術職の場合，全体の競争率は1.7倍で，「化学Ⅱ」が8.0倍と最も高く，「林業」，

「電気」，「化学Ⅰ」及び「保健師」が1.0倍で最も低かった。

(3) 民間企業等職務経験者対象試験

民間企業等において，５年以上の職務経験を有する者（行政は年齢30歳から39歳まで，

ＵＩターン枠は59歳以下）を対象とする試験である。

事務職（行政）と技術職（ＵＩターン枠）８職種について，第１次試験を８月13日，第

２次試験を９月13日～10月15日に実施し，10月27日に最終合格者を発表した。

受験者159人，最終合格者30人，競争率5.3倍という状況であった。令和４年度に比べ，

受験者は75人（32.1％）減少した。

(4) 短大卒業程度試験

短大卒業程度の学力を有する者（年齢20歳から27歳まで）を対象とする試験である。

事務職２職種（一般事務及び教育事務）と技術職１職種（土木）について，第１次試験

を９月24日，第２次試験を10月18日～11月２日に実施し，11月17日に最終合格者を発表し

た。

受験者132人，最終合格者42人，競争率3.1倍という状況であった。令和４年度に比べ，

受験者は36人（21.4％）減少した。

職種別の競争率を見ると，事務職では「一般事務」が6.0倍，「教育事務」が2.6倍，技術

職では「土木」が2.0倍であった。
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(5) 高校卒業程度試験

高校卒業程度の学力を有する者（年齢18歳から21歳まで）を対象とする試験である。

事務職２職種（一般事務及び警察事務）と技術職４職種について，第１次試験を９月24

日，第２次試験を10月18日～11月２日に実施し，11月17日に最終合格者を発表した。

受験者200人，最終合格者58人，競争率3.4倍という状況であった。令和４年度に比べ，

受験者は22人（9.9％）減少した。

職種別の競争率を見ると，事務職では「一般事務」が4.7倍，「警察事務」が3.9倍であっ

た。技術職の場合，全体の競争率は1.8倍で，「土木」が2.5倍と最も高く，「農業土木」が

1.2倍で最も低かった。

(6) 就職氷河期世代を対象とする職員採用選考試験

任命権者からの依頼を受けて，就職氷河期世代（年齢38歳から48歳まで）を対象とする

職員採用選考試験を実施した。

一般事務について，第１次試験を９月24日，第２次試験を10月18日～11月５日に実施し，

11月17日に最終合格者を発表した。受験者40人，最終合格者３人，競争率13.3倍という状

況であった。令和４年度に比べ，受験者は32人（44.4％）減少した。

(7) 障害者を対象とする職員採用選考試験

任命権者からの依頼を受けて，障害者（年齢18歳から39歳まで）を対象とする職員採用

選考試験を実施した。

一般事務及び警察事務について，第１次試験を10月22日，第２次試験を11月27日～11月29

日に実施し，12月15日に最終合格者を発表した。受験者26人，最終合格者６人，競争率4.3

倍という状況であった。令和４年度に比べ，受験者は12人（31.6％）減少した。
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令和５年度職員採用試験等実施結果

［競争試験］                                                                    　  （単位：人）

25 266 213 80.1 101 44 4.8 21

５人程度 9 6 66.7 4 3 2.0 1

35 377 306 81.2 113 61 5.0 34

4 20 16 80.0 13 6 2.7 5

3 15 13 86.7 10 5 2.6 3

21 37 23 62.2 21 16 1.4 10

7 7 4 57.1 3 3 1.3 3

5 12 9 75.0 8 7 1.3 5

6 11 7 63.6 7 7 1.0 6

1 13 7 53.8 5 1 7.0 1

14 19 14 73.7 11 9 1.6 3

2 6 6 100.0 5 3 2.0 1

2 1 1 100.0 1 1 1.0 1

4 5 3 60.0 3 3 1.0 2

1 8 8 100.0 7 1 8.0 1

栄養士 2 12 9 75.0 8 3 3.0 3

9 9 9 100.0 9 9 1.0 9

146 827 654 79.1 329 182 3.6 109

10 138 124 89.9 27 13 9.5 8

3 9 8 88.9 4 4 2.0 4

1 2 2 100.0 2 0 － 0

1 1 1 100.0 1 1 1.0 1

2 4 4 100.0 4 2 2.0 2

1 8 8 100.0 5 2 4.0 1

2 11 7 63.6 6 5 1.4 1

1 3 3 100.0 2 2 1.5 2

1 2 2 100.0 1 1 2.0 1

22 178 159 89.3 52 30 5.3 20

5 70 42 60.0 27 7 6.0 6

32 136 86 63.2 65 33 2.6 28

3 8 4 50.0 4 2 2.0 2

40 214 132 61.7 96 42 3.1 36

16 148 127 85.8 45 27 4.7 21

5 34 31 91.2 18 8 3.9 8

3 6 6 100.0 6 5 1.2 3

4 6 5 83.3 4 4 1.3 2

3 27 27 100.0 16 11 2.5 3

1 4 4 100.0 4 3 1.3 1

32 225 200 88.9 93 58 3.4 38

240 1,444 1,145 79.3 570 312 3.7 203

［選考試験］                                                                    　  （単位：人）

試験区分
採用予定
人員

受験
申込者数

１次試験
受験者数

受 験 率
（％）

１次試験
合格者数

最終
合格者数

競争率
 （倍）

採用者数

一般事務 3 24 20 83.3 12 5 4.0 4

警察事務 2 7 6 85.7 2 1 6.0 1

小　　計 5 31 26 83.9 14 6 4.3 5

一般事務 3 55 40 72.7 15 3 13.3 2

8 86 66 76.7 29 9 7.3 7

建築

最終
合格者数

競争率
 （倍）

採用者数
試験区分

行政（特別枠）

行政

警察事務

心理

農業

試験名 採用予定
人員

受験
申込者数

１次試験
受験者数

受 験 率
（％）

１次試験
合格者数

畜産

農業土木

林業

水産

土木

保健師

小　　計

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
対
象

行　　政

農　　業(UIターン枠）

畜　　産(UIターン枠）

農業土木(UIターン枠）

林　　業(UIターン枠）

大
学
卒
業
程
度

障害者対象

就職氷河期世代対象

総計

高
校
卒
業
程
度

一般事務

警察事務

農業土木

林　　業

土　　木

建　　築

小　　計

土木（特別枠）

電気

土　　木(UIターン枠）

総計

試験名

水　　産(UIターン枠）

建　　築(UIターン枠）

保 健 師(UIターン枠）

小　　計

短
大
卒
業
程
度

一般事務

教育事務

土　　木

小　　計

化学Ⅰ

化学Ⅱ
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令和５年度職員採用試験等実施一覧

試 験 名 大学卒業程度 大学卒業程度 民間企業等職務経験者

行 政 警 察 事 務 行 政
心 理 農 業 農 業(UIﾀｰﾝ枠)
畜 産 農 業 土 木 畜 産(UIﾀｰﾝ枠)

行 政（特 別 枠） 林 業 水 産 農業土木(UIﾀｰﾝ枠)試 験 区 分
土 木（特 別 枠） 土 木 建 築 林 業(UIﾀｰﾝ枠)

電 気 化 学 Ⅰ 水 産(UIﾀｰﾝ枠)
化 学 Ⅱ 栄 養 士 土 木(UIﾀｰﾝ枠)
保 健 師 建 築(UIﾀｰﾝ枠)

保 健 師(UIﾀｰﾝ枠)

① 平成6.4.2～平成14.4.1 ① 平成6.4.2～平成14.4.1に生 ① 行政は，昭和59.4.2～
に生まれた者。 まれた者。 平成6.4.1に生まれた者。

ただし，保健師は平成6.4.2 ＵＩターン枠は，昭和39.
② 平成14.4.2以降に生ま ～平成15.4.1に生まれた者。 4.2以降に生まれた者。

れた者で，学校教育法に
よる大学（４年制以上の ② 平成14.4.2以降に生まれた者 ② 行政は，民間企業等又
もの）を卒業した者若し で，学校教育法による大学（４ は鹿児島県外に本庁等所

受 験 資 格
くは令和6.3末までに卒業 年制以上のもの）を卒業した者 在地を置く公的機関にお
見込みの者又はこれらと 若しくは令和6.3末までに卒業 ける職務経験を５年以上
同等の資格があると人事 見込みの者又はこれらと同等の 有する者。
委員会が認める者。 資格があると人事委員会が認め

る者。 ③ ＵＩターン枠は，県外
化学Ⅱ，栄養士及び保健師は に本社・本庁等所在地を

資格又は免許を必要とする。 置く民間企業等又は公的
機関における職務経験を
５年以上有する者。

公 告 日 R5. 2. 28(火) R5. 2. 28(火) R5. 3.24(金)

R5. 3. 6(月) R5. 5. 1(月) R5. 6. 1(木)
受 付 期 間

～ 3.22(水) ～ 5.17(水) ～ 6.30(金)

１次試験日 R5. 4.16(日) R5. 6.18(日) R5. 8.13(日)

［試験地］ ［鹿児島市，東京都］ ［鹿児島市，東京都］ ［鹿児島市，東京都］

１次合格者
R5. 5.17(水) R5. 6.26(月) R5. 9. 7(木)

決 定 日

１次合格者
R5. 5.18(木) R5. 6.27(火) R5. 9. 8(金)

発 表 日

２次試験日 R5. 5.19(金) R5. 7.11(火) R5. 9.13(水)
～ 6. 5(月) ～ 7.27(木) ～10.15(日)

［試験地］
［鹿児島市］ ［鹿児島市］ ［鹿児島市］

最終合格者
決 定 日 R5. 6.15(木) R5. 8. 8(火) R5.10.26(木)
（委員会）

最終合格者
発 表 日 R5. 6.16(金) R5. 8. 9(水) R5.10.27(金)
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就職氷河期世代を対象とする 障 害 者 を 対 象 と す る
試 験 名 短大卒業程度 高校卒業程度

職 員 採 用 選 考 試 験 職 員 採 用 選 考 試 験

一 般 事 務 一 般 事 務 一 般 事 務 一 般 事 務
警 察 事 務

教 育 事 務 農 業 土 木 警 察 事 務
試 験 区 分 林 業

土 木 土 木
建 築

平成8.4.2～平成16. 平成14.4.2～平成 ① 昭和50.4.2～昭 身体障害者手帳，療
4.1に生まれた者｡ 18.4.1に生まれた者。 和61.4.1に生まれ 育手帳又は精神保健福

た者。 祉手帳の交付を受けて
いる者等で，昭和59.4.

② 令和5.4.1以前１ 2～平成18.4.1に生ま
年間に正規雇用労 れた者。
働者として雇用さ

受 験 資 格 れていない者，か
つ，令和5.4.1以前
の５年間に正規雇
用労働者としての
雇用期間が通算１
年以下の者。

公 告 日 R5. 3.24(金) － －

R5. 8. 2(水) R5. 8. 2(水) R5. 8.25(金)
受 付 期 間

～ 8.18(金) ～ 8.18(金) ～ 9.13(水)

１次試験日 R5. 9.24(日) R5. 9.24(日) R5.10.22(日)

［試験地］ ［鹿児島市］ ［鹿児島市］ ［鹿児島市］

１次合格者
R5.10. 2(月) R5.10. 2(月) R5.11. 9(木)

決 定 日

１次合格者
R5.10. 3(火) R5.10. 3(火) R5.11.10(金)

発 表 日

R5.10.18(水) R5.10.18(水) R5.11.27(月)
２次試験日 ～11. 2(木) ～11. 5(日) ～11.29(水)

［試験地］ ［鹿児島市］ ［鹿児島市］ ［鹿児島市］

最終合格者
決 定 日 R5.11.16(木) R5.11.16(木) R5.12.14(木)
（委員会）

最終合格者
R5.11.17(金) R5.11.17(金) R5.12.15(金)

発 表 日
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令和５年度職員採用試験等実施方法

区 分 第１次試験 第２次試験

大学卒業程度
・ＳＰＩ３（基礎能力試験） ・適性検査

（特別枠）
・ＰＲ論文試験（行政のみ） ・面接試験

・専門試験（記述式：土木のみ）

・教養試験（択一式） ・論文試験（記述式：行政，警察事務，栄養士，保健師）

・専門試験（択一式：栄養士，保健師を除く） ・専門試験（記述式：行政，警察事務，栄養士，保健師を除く）
大学卒業程度

・適性検査

・面接試験

・アピールシート ・適性検査

民間企業等 ・ＳＰＩ３（基礎能力試験） ・面接試験

職務経験者 ・経験論文試験（行政のみ）

・専門試験（記述式：ＵＩターン枠のみ）

・教養試験（択一式） ・論文試験（記述式：一般事務，教育事務）

・専門試験（択一式） ・専門試験（記述式：土木）
短大卒業程度

・適性検査

・面接試験

・教養試験（択一式） ・作文試験

高校卒業程度 ・専門試験（択一式：技術職のみ） ・適性検査

・面接試験

就職氷河期世代を ・教養試験（択一式） ・論文試験

対 象 と す る ・適性検査

職員採用選考試験 ・面接試験

障 害 者 を ・教養試験（択一式） ・適性検査

対 象 と す る ・作文試験 ・面接試験

職員採用選考試験

11



２ 選考採用
令和５年度の選考採用の概要は，次のとおりである。
役付職42人，一般職123人の計165人で，うち人事委員会の選考にかかるもの90人，任命権者

の選考にかかるもの75人（医師，看護師等）となっている。
役付職42人の内訳は，課長級７人，課長補佐級７人，係長級28人である。

令和５年度 選考採用結果 （単位：人）

３ 優秀かつ多様な人材の確保
求める人材像や公務の魅力について，インターネットの活用も進めながら広く具体的に発信

するなど，人材確保活動に積極的に取り組み，優秀かつ多様な人材の確保に努めた。
【主な人材確保活動】

・職員採用総合案内パンフレットの作成（6,000部）
・鹿児島県技術職ナビゲータ制度の運用
・職員採用ホームページ及びＳＮＳによる情報発信
・説明会の実施

人事委員会主催 ７回（参加者 588人）
大学・短大等での説明会 21回（参加者 872人）
就活イベント参加 15回（参加者 454人）

知事
部局

教　育
委員会

警察
本部

県　立
病院局

計

課 長 級 3 4 7

課 長 補 佐 級 1 6 7

係 長 級 8 7 13 28

小　計 12 7 23 42

医 務 技 師 5 45 50

獣 医 務 技 師 11 11

薬 務 技 師 1 1

臨 床 検 査 技 師 4 4

診 療 放 射 線 技 師 8 8

作 業 療 法 技 師 1 1

歯 科 衛 生 技 師 3 3

臨 床 工 学 技 師 1 1

看 護 技 師 20 20

助 産 技 師 2 2

工 業 技 師 1 1

林 業 技 師 1 1

土 木 技 師 2 2

職 業 指 導 技 師 1 1

主 事 11 1 1 13

福祉施設専門職員 1 1

船 舶 士 1 1

警 察 官 2 2

小　計 38 1 3 81 123

50 8 26 81 165

区　　分

役
付
職
員

一
　
　
般
　
　
職
　
　
員

総　計
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４ 情報提供による請求
人事委員会で実施する職員採用試験等において，口頭で情報提供を求めた者の数は，第１次

試験で33人，第２次試験で126人である。

令和５年度 情報提供結果
（単位：人）

５ 人事委員会規則の制定・改廃
令和５年度に行った規則の制定・改廃は，次の表のとおりである。

公布年月日規則番号 規 則 名 概 要（施行年月日）

第１号 R6. 3.29 鹿児島県職員の定年等に関する規 管理監督職勤務上限年齢制
（R6. 4. 1） 則の一部を改正する規則 の特例の運用に伴う改正

第２号 R6. 3.29 公益的法人等への職員の派遣等に 派遣先団体の名称変更等に
（R6. 3.29） 関する規則の一部を改正する規則 に伴う改正

申出者 対象者 ％ 申出者 対象者 ％ 申出者 対象者 ％ 申出者 対象者 ％ 申出者 対象者 ％

試験区分

第　１　次　試　験 第　　　　２　　　　次　　　　試　　　　験
合　　　　　計

（不　合　格　者） （不　合　格　者） （合　　格　　者） （小　　　　　　計）

大卒程度
（特別枠）

1 114 0.9 11 50 22.0 10 47 21.3 21 97 21.6 22 211 10.4

大卒程度 11 211 5.2 17 70 24.3 46 135 34.1 63 205 30.7 74 416 17.8

短大卒程度 0 36 0.0 2 46 4.3 12 42 28.6 14 88 15.9 14 124 11.3

高卒程度 7 107 6.5 3 30 10.0 16 58 27.6 19 88 21.6 26 195 13.3

短大卒・高卒 7 143 4.9 5 76 6.6 28 100 28.0 33 176 18.8 40 319 12.5

大卒（特）・大卒・
短大卒・高卒

計
19 468 4.1 33 196 16.8 84 282 29.8 117 478 24.5 136 946 14.4

民間経験者 12 107 11.2 2 18 11.1 3 30 10.0 5 48 10.4 17 155 11.0

競争試験
計

31 575 5.4 35 214 16.4 87 312 27.9 122 526 23.2 153 1,101 13.9

障害者
選考

0 12 0.0 2 6 33.3 0 6 0.0 2 12 16.7 2 24 8.3

氷河期世代
選考

2 25 8.0 2 12 16.7 0 3 0.0 2 15 13.3 4 40 10.0

総　　計 33 612 5.4 39 232 16.8 87 1,165 13.6321 27.1 126 553 22.8 159
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Ⅱ 給 与

１ 給与に関する報告及び勧告
本委員会は，議長及び知事に対して，令和５年10月３日，地方公務員法第８条，第14条及

び第26条の規定に基づき，職員の給与等について報告及び勧告を行っており，その概要は次
のとおりである。

《給与勧告のポイント》
月例給，ボーナスともに引上げ
① 職員給与が民間給与を下回っている（公民較差3,621円，1.02％）ことを踏まえ，
初任給を始め若年層に重点を置き，給料月額を引上げ

② 民間の支給割合を踏まえ，期末手当・勤勉手当（ボーナス）を引上げ（4.40月→
4.50月）
～ ①と②の結果，平均年間給与は約9.4万円（1.63％）の増加 ～

(1) 職員の給与と民間の給与との比較
企業規模50人以上で事業所規模50人以上の県内民間事業所617事業所から，無作為に抽出

した121事業所を対象に調査（調査完了率 86.4%）
ア 月例給

民間事業所の従事者（事務・技術職）と職員（行政職）の４月分給与を役職段階，学歴，
年齢が同じ者同士で比較

民間給与① 職員給与② 較 差 ①－②

357,635円 354,014円 3,621円（1.02％）

（注） 職員の平均年齢は42.5歳，平均経験年数は21.0年である。

イ 特別給（ボーナス）
昨年８月から本年７月までの民間の支給割合と職員の年間支給月数を比較

民間の支給割合 4.48月分（職員の支給月数 4.40月分）

(2) 給与改定
地方公務員法の規定に基づき，民間事業所の給与水準を踏まえるとともに，人事院勧告の

内容，国家公務員の給与水準，他の都道府県の動向等を総合的に勘案し，以下のように取り
扱うことが必要
ア 本年の給与改定
(ｱ) 給料表

・ 行政職給料表については，人事院勧告の内容に準じた上で，各号給の額に一定の率
（100分の100.28）を乗じた給料表に改定（初任給は高卒程度で12,100円，大卒程度で
11,000円の引上げ）

・ 行政職以外の給料表については，行政職給料表との均衡を基本に改定

(ｲ) 期末手当・勤勉手当
・ 期末手当・勤勉手当の年間支給月数を0.10月引上げ（4.40月→4.50月）
・ 引上げ分は期末手当及び勤勉手当に均等に配分

(ｳ) 改定の実施時期
令和５年４月１日（ただし，(ｲ)は令和５年12月１日）

○ 改定額（改定率）

区 分 給 料 はね返り 計

行政職 3,496円 117円 3,613円（1.02％）

（注）１ 改定額とは，勧告どおり実施された場合の職員（新規学卒の採用者を除く行政職）

の平均引上げ額（引上げ後の平均給与月額 354,014円→357,627円）

２ はね返りとは，給料の引上げに連動して引上げられる定率の手当分
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(ｴ) その他の課題
職員の給与制度のあり方については，今後とも国における見直し等を踏まえ，適切に

見直しを行う必要

(3) 人事管理・公務運営の改善
ア 人材の確保及び育成
(ｱ) 優秀かつ多様な人材の確保

・ 採用環境の変化に応じた柔軟な採用試験については，引き続き，国や他の都道府県
の動向等も踏まえながら検討する必要

・ 若手職員を対象としたキャリア支援研修やマネジメント層のキャリア支援力の向上
に資する取組を充実するなど，職員一人ひとりの成長を支援する環境をつくることに
より，公務職場の魅力を高めるとともに，職員が働きやすい環境の整備に向けた取組
を積極的に進めながら，これらの取組や求める人材像，公務の魅力，勤務環境等につ
いて広く具体的に発信することなどにより，人材確保活動に積極的に取り組む必要

(ｲ) 人材の育成
職員の採用ルートやニーズに応じた研修の充実や人事交流等の推進により，高度化・

多様化・複雑化する行政需要に対応できる人材の育成に，計画的かつ積極的に取り組む
必要

(ｳ) 女性の登用の拡大
女性職員の採用・登用の拡大やワーク・ライフ・バランスの推進に引き続き積極的に

取り組む必要

(ｴ) 障害者雇用に関する取組
障害のある職員が働きやすい職場環境づくりに取り組むとともに，今後も段階的な引

上げが予定されている法定雇用率の達成を目指す必要

イ 能力及び実績に基づく人事管理
評価者研修の充実や適切な評価結果のフィードバックの実施等に努めるとともに，評価

結果の人事管理への更なる活用については，国における組織パフォーマンス向上のための
見直しの状況や本県における人事評価制度の運用状況等を踏まえ，検討を進める必要

ウ 良好な勤務環境の整備
(ｱ) 長時間労働の是正

ａ 超過勤務の縮減及び勤務時間の管理
・ 昨年度は，新型コロナウイルス感染症への対応や立て続けに発生した高病原性鳥

インフルエンザの防疫業務などを主な要因として，上限時間等を超えた職員が更に
増加し，特に高病原性鳥インフルエンザの防疫業務に当たっては，部局を超えて全
庁体制で対応したところであるが，中には相当回数の防疫作業に従事した職員も生
じ，知事部局においては，このような一定期間に複数の臨時的業務が発生した場合
には，機動的な職員配置に加え業務委託等により対応したところ

・ 業務執行態勢等の適時・適切な見直しや業務の効率化・合理化による業務量の実
質的な削減など，超過勤務等の縮減のための取組を一層推進するとともに，限度時
間又は上限時間等を超えて超過勤務を命じた場合の要因の整理，分析及び検証を確
実に行い，重点的に縮減方策を講じる必要

・ 管理監督職員においては，勤務時間管理におけるその役割を十分認識し，より一
層適正な勤務時間管理に取り組む必要

ｂ 学校における働き方改革
・ 部活動休養日の設定，統合型校務支援システムの導入，定時退校日やリフレッシ

ュウィークの設定等の取組は，令和３年度までの「業務改善アクションプラン」の
最終フォローアップ調査で特に効果があるとされ，引き続き効果的な取組を実施す
る必要

・ 教育職員の処遇改善等に関する中央教育審議会の検討状況など国の動向等を注視
する必要
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・ 市町村教育委員会と連携しながら，条例等に基づき，適正な勤務時間の管理，ス
トレスチェック及び産業医等による面接指導の実施，年次有給休暇等の取得促進な
ど実効性のある取組を通じ，働き方改革の実現に向けた各種施策を着実に推進する
必要

・ 管理監督職員においては，各職員の勤務状況の適正な把握に努めるとともに，各
学校の実情に応じた業務改善の取組をより一層進めていく必要

(ｲ) 柔軟な働き方の推進等
・ フレックスタイム制について，国及び他の都道府県の動向や本県の実情等を踏まえ

ながら，導入について検討を進める必要
・ 在宅勤務等手当の新設や休暇制度の見直し等について，国における検討状況や他の

都道府県の動向を注視しながら，本県の実情等も踏まえ，適切に対応する必要
・ 時差出勤や在宅勤務等の柔軟な働き方については，現在実施している取組を引き続

き実施するとともに，国や他の都道府県の取組も参考にしながら，職員が働きやすい
環境整備に向けた取組をより積極的に推進していくことが重要

(ｳ) 仕事と生活の両立支援等
・ 男性の育児休業取得については，各任命権者とも，「次世代育成支援対策推進法」に

基づく「特定事業主行動計画」等で数値目標を掲げており，目標の達成に向けて，よ
り一層の取組の充実が必要

・ 職員住宅については，鹿児島県公共施設等総合管理計画に沿った取組に努める必要
・ 仕事と生活の両立支援制度をより一層活用できるよう，制度の更なる周知や利用し

やすい雰囲気の醸成等に積極的に取り組む必要

(ｴ) 健康管理
・ ストレスチェック制度の周知等に取り組むとともに，メンタルヘルス不調者の発生

防止や早期発見・早期対応，円滑な職場復帰支援，再発防止など，計画的・継続的な
対策の充実に一層努める必要

・ 管理監督職員においては，メンタルヘルス不調者への気付きや，周りに相談しやす
い職場環境づくりに努め，ストレスチェックの結果を職場環境の改善に積極的に活用
するなどの取組を進めていく必要

・ 若手職員や危機事象への対応をする職員の心身の負担が過度となることがないよう，
相談体制や職員向け研修の充実・強化，医師による面接指導等を通じ，職員の更なる
健康管理の充実に努める必要

・ 睡眠時間を含む生活時間を十分に確保する勤務間インターバルの取組は，職員の健
康維持とともに，仕事と生活の調和のためにも重要であることから，時差出勤など現
行制度の積極的な活用等による勤務間のインターバル確保が図られるよう検討を行う
必要

(ｵ) ハラスメントの防止
・ 外部人材の活用などを含め職員が相談しやすい体制づくり，職員に対するハラスメ

ント発生防止等の取組についての周知・啓発など，関係法令等に基づき必要な措置を
講じることにより，職員一人ひとりがハラスメントを見過ごさずに向き合うことがで
き，職員が安心して相談できる職場環境の確保に努める必要

・ 本年６月に公布・施行された「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性
に関する国民の理解の増進に関する法律」の趣旨等を踏まえ，公務職場においても，
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解の増進に取り組んで
いくことが必要

(ｶ) 会計年度任用職員制度の運用
・ 地方自治法の一部改正等を踏まえ，会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に向

けた検討を進める必要
・ 地方公務員法等の趣旨及び他の都道府県や国の非常勤職員の動向等を踏まえながら，

引き続き，適切に対応する必要

エ 公務員倫理の保持
・ 職員一人ひとりが全体の奉仕者としての高い倫理観と誇りを持って行動し，県民の期
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待と信頼に応えていく必要
・ 依然として職員による不祥事が複数発生し誠に遺憾であり，改めて，不祥事の根絶に

向けて，あらゆる機会を通じ，職員の倫理意識の高揚に向けた取組をより一層徹底して
いく必要

オ 段階的な定年引上げへの対応
・ いわゆる役職定年制や給料月額７割措置などについては，来年度から運用が始まるこ

ととされており，高齢層職員がさらにその能力を発揮し経験を活かすために，これらの
制度を円滑かつ適切に運用する必要

・ 人事院においては，定年前再任用短時間勤務職員等の給与や65歳定年の完成を視野に
入れた60歳前・60歳超の各職員層の給与水準の在り方について，引き続き検討を行って
いくとしており，その検討状況を注視する必要

カ 給与制度のアップデート
人事院においては，給与制度について，人材の確保や組織パフォーマンスの向上，働き

方やライフスタイルの多様化に対応するための事項について，令和６年に向けて措置を講
じられるよう，一体的に検討作業を進めることとしており，これらの取組について，引き
続き，国や他の都道府県の動向を注視する必要

２ 職員に係る条例の制定・改廃に関する意見の申出
県議会から，職員の給与等に関する次の条例案について意見を求められたのに対し，適当と

認める旨の意見を提出した。

意見提出
議 案 番 号 件 名 概 要

年 月 日

R5. 6.15 議案第68号 鹿児島県職員の給与に関 ・新型インフルエンザ等緊急事態派遣手
する条例の一部を改正する 当の名称等の変更
条例制定の件

議案第69号 鹿児島県職員の特殊勤務 ・新型コロナウイルス感染症に係る防疫
手当に関する条例の一部を 等作業手当の特例の廃止
改正する条例制定の件

議案第78号 鹿児島県地方警察職員の ・新型コロナウイルス感染症に係る特殊
特殊勤務手当支給に関する 作業手当の廃止
条例の一部を改正する条例
制定の件

R5.12. 5 議案第111号 鹿児島県職員の給与に関 ・給料表の引上げ（人事院勧告の内容に
する条例等の一部を改正す 準じた上で，各号給の額に一定の率（100
る条例制定の件（知事及び 分の100.28）を乗じた給料表に改定（初
副知事の期末手当支給条例 任給を高卒程度で12,100円，大卒程度で
の一部改正に係る部分を除 11,000円引上げ）
く。） ・医師等の初任給調整手当の限度額の引

上げ
・期末手当・勤勉手当の引上げ
・会計年度任用職員の勤勉手当の支給に
係る規定の整備
・定年年齢の引上げに伴う関係条例の整
備

議案第128号 鹿児島県学校職員の給与 ・議案第111号に準じた改正
に関する条例の一部を改正
する条例制定の件
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議案第130号 鹿児島県地方警察職員の ・議案第111号に準じた改正
給与に関する条例の一部を
改正する条例制定の件

R6. 3. 1 議案第31号 鹿児島県職員等の育児休 ・勤勉手当の支給対象に育児休業中の会
業等に関する条例の一部を 計年度任用職員を追加
改正する条例制定の件

議案第33号 鹿児島県知事等の損害賠 ・地方自治法及び地方自治法施行令の改
償責任の一部免責に関する 正に伴う改正
条例の一部を改正する条例
制定の件

３ 人事委員会規則の制定・改廃
令和５年度に行った規則の制定・改廃は，次の表のとおりである。

公布年月日
規則番号 規 則 名 概 要

(施行年月日)

第９号 R5.12.22 職務に専念する義務の特例に関す 国民体育大会の名称変更に伴う
(R5.12.22) る規則の一部を改正する規則 改正
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Ⅲ 審 査

１ 公平審査
(1) 不利益処分についての審査請求の状況

令和５年度は，新たな審査請求はなく，前年度から繰り越したものが12件あるが，年度
内に審査，判定を行った事案はなかった。

令和５年度末現在における係属状況は，次の表のとおりである。

R４年度から 新規受付 R５年度中処理件数 R５年度末
区 分

の繰越件数 件 数 取下げ 却 下 裁 決 係属件数
知事部局 10 0 0 0 0 10

教育委員会 2 0 0 0 0 2

警察本部 0 0 0 0 0 0

県関係計 12 0 0 0 0 12

受託等団体 0 0 0 0 0 0

合 計 12 0 0 0 0 12

(2) 勤務条件に関する措置要求の状況
令和５年度は，新たな措置要求はなく，前年度から繰り越したものもなかった。

R４年度から 新規受付 R５年度中処理件数 R５年度末
区 分

の繰越件数 件 数 取下げ 却 下 判 定 係属件数
知事部局 0 0 0 0 0 0

教育委員会 0 0 0 0 0 0

警察本部 0 0 0 0 0 0

県関係計 0 0 0 0 0 0

受託等団体 0 0 0 0 0 0

合 計 0 0 0 0 0 0

２ 苦情相談
令和５年度に受け付けた苦情相談の件数は，次の表のとおりである。

(1) 任命権者別

区 分 知事部局 教育委員会 警察本部 受託等団体 計

相談件数 16 6 1 7 30

(2) 相談内容

相 談 勤務時間・ 健 康 ・ い じ め 等 公 平 審 査
任 用 関 係 給 与 関 係 セ ク ハ ラ パ ワ ハ ラ そ の 他 計

内 容 服 務 関 係 安 全 関 係 (ﾊﾟﾜﾊﾗ除く) 関 係

件 数 3 5 3 0 0 12 1 0 6 30

３ 職員団体の登録等
令和５年度は，１団体を新規登録し，令和５年度末現在の登録職員団体は，32団体（県関

係４団体，受託等団体関係28団体）である。
また，15団体から18件の登録事項の変更の届出があり，変更登録を行った。
なお，登録職員団体は，別表１のとおりである。
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４ 公平委員会事務の受託等
令和５年度末現在，本委員会が公平委員会の事務を受託している団体数，及び「奄美群島

の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令（昭和28年12月24日政令第402
号）」第６条の規定に基づき本委員会が処理している団体数は，次の表のとおりである。

なお，受託等団体は，別表２のとおりである。
（令和６年３月31日現在)

受 託 等 団 体 数 非 受 託 等 団 体 数
区 分 団体数 政 令 独自の公

受 託 計 その他 計
第402号 平委員会

市 19 7 1 8 11 0 11

町 村 24 13 11 24 0 0 0

市町村計 43 20 12 32 11 0 11

一部事務組合等 37 27 ９ 36 0 1 1

合 計 80 47 21 68 11 1 12

５ 労働基準監督
(1) 事業所区分

本県の機関の事業所区分については，鹿児島労働局と協議した上で，令和５年４月１日
付けで改正した。なお，本県の機関の事業所区分は，別表３のとおりである。

(2) ボイラー等の検査
令和５年度は，落成検査を実施した事業所はなかった。
なお，特定機械等の性能検査については，労働安全衛生法第41条第２項に規定する登録

性能検査機関が行い，同機関から性能検査結果報告書の提出を受けている。
令和５年度末におけるボイラー等の設置事業所は，22事業所であり，その設置状況は,

別表４のとおりである。

(3) 労働基準及び労働安全衛生に関する調査の実施
本委員会が労働基準監督機関として職権を行使する191事業所の労働基準関係事務につい

て，関係事業場の実態を把握し，関係法令及び職員の勤務条件制度の適正な運用に資する
ため，書面による実態調査を行った。

また，職員の勤務実態や特定機械等の状況等について調査し，関係法令等の周知徹底を
図り，併せて指導助言をするため，令和５年度は12か所を対象に実地調査を行った。

(4) 解雇予告除外認定
令和５年度に行った解雇予告除外認定は，次の表のとおりである。

申請者 事業の種類 申請年月日 認定年月日

県警本部長 官公署の事業 R5. 4. 5 R5. 4. 6

県警本部長 官公署の事業 R5.11.28 R5.11.29

６ 人事委員会規則の制定・改廃
令和５年度に行った規則の制定・改廃は，次の表のとおりである。

公布年月日
規則番号 規 則 名 概 要

（施行年月日）
R5. 5.26 管理職員等の範囲を定める規則の一部を 行政組織機則等の改正等

第７号
(R5. 5.26) 改正する規則 に伴う改正

R5. 6.30 委託等地方公共団体の管理職員等の範囲 各受託等団体における組
第８号

(R5. 6.30) を定める規則の一部を改正する規則 織機構改正等に伴う改正

20



別表１ 職員団体の登録等の状況

(1) 県関係 〔４団体〕
（令和６年３月31日現在）

整理 法人格 整理 法人格
団体名 登録年月日 団体名 登録年月日

番号 の有無 番号 の有無

1 自治労鹿児島県職員労働組 S41.10.12 有 3 鹿児島県高等学校教職員組 S44. 6.24 有
合 合

2 鹿児島県教職員組合 S41.10.12 有 4 鹿児島県立短期大学教職員 S47. 5. 2 無
組合

(2) 受託等団体関係 〔28団体〕
（令和６年３月31日現在）

整理 法人格 整理 法人格
団体名 登録年月日 団体名 登録年月日

番号 の有無 番号 の有無

1 中種子町役場職員組合 S42. 1.30 有 16 指宿市職員労働組合 H18.11.16 無

2 南種子町職員労働組合 S42. 1.30 無 17 全日本自治団体労働組合 H19.10.30 有

3 天城町職員労働組合 S45.10. 1 無 奄美市職員労働組合

4 徳之島町職員組合 S47. 2. 5 有 18 全日本自治団体労働組合 H20. 4.10 無

5 知名町職員組合 S47. 3. 7 無 屋久島町職員労働組合

6 喜界町職員労働組合 S48. 2.16 無 19 南九州市役所職員組合 H20.11.25 無

7 龍郷町職員組合 S50.10.24 有 20 南九州市職員労働組合 H21. 1.27 無

8 大崎町職員組合 S51. 3. 8 無 21 全日本自治団体労働組合 H22. 2.16 無

9 垂水市役所職員労働組合 S53.12.25 有 肝付町職員組合

10 十島村職員組合 S59. 9.17 無 22 自治労南大隅町職員組合 H23.12.20 無

11 大和村職員労働組合 S63. 4. 6 無 23 曽於市職員組合 H24. 2. 9 無

12 湧水町職員労働組合 H17. 9.22 無 24 長島町職員組合 H24. 7. 9 無

13 全日本自治団体労働組合 H18. 2.10 無 25 東串良町役場職員組合 H24.10.10 無

いちき串木野市職員労働組合 26 さつま町職員組合 H24.12.27 無

14 南さつま市職員労働組合 H18. 2.10 有 27 与論町職員組合 H26. 5.12 無

15 志布志市職員労働組合 H18. 3.28 無 28 瀬戸内町職員労働組合 R 6. 3.13 無
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別表２ 受託等団体の名称及び受託年月日

(1) 受託市町村 〔20団体：７市，11町，２村〕
（令和６年３月31日現在）

番 市町村名 事務受託 番 市町村名 事務受託 番 市町村名 事務受託
号 （市） 年 月 日 号 （町） 年 月 日 号 (村） 年 月 日

1 垂 水 市 S40. 4. 1 1 南種子町 S28. 4. 1 1 三 島 村 S28. 6. 1

2 曽 於 市 H17. 7.15 2 大 崎 町 S34.12.25 2 十 島 村 S37. 6.15

3 い ち き 串 木 野 市 H17.10.25 3 東串良町 S41. 1. 1

4 南さつま市 H17.11.22 4 中種子町 S41. 1. 1

5 指 宿 市 H18. 1.20 5 さつま町 H17. 4. 1

6 志 布 志 市 H18. 1.20 6 湧 水 町 H17. 4. 1

7 南 九 州 市 H19.12.28 7 錦 江 町 H17. 4. 1

8 南大隅町 H17. 4.11

9 肝 付 町 H17. 7.15

10 長 島 町 H18. 4. 1

11 屋久島町 H19.10.26

（参考）公平委員会設置市：鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，阿久根市，西之表市，薩摩川内市，霧島市，

伊佐市，日置市，出水市，姶良市（合計11市）

(2) 受託一部事務組合等 〔27団体〕
（令和６年３月31日現在）

番 事務受託 番 事務受託
一部事務組合等名 一部事務組合等名

号 年 月 日 号 年 月 日

1 鹿児島県市町村総合事務組合 S37.10.15 15 曽於北部衛生処理組合 S56. 4. 1

2 いちき串木野市・日置市衛生処理組合 S41. 1. 1 16 北薩広域行政事務組合 S59. 4. 1

3 南薩地区衛生管理組合 S43. 1. 1 17 曽於地域公設地方卸売市場管理組合 S59. 4. 1

4 指宿南九州消防組合 S47. 7.17 18 曽於南部厚生事務組合 S61. 4. 1

5 阿久根地区消防組合 S49. 8. 1 19 熊毛地区消防組合 H 5. 4. 1

6 伊佐湧水消防組合 S50. 4. 1 20 南薩介護保険事務組合 H11. 8. 1

7 大隅曽於地区消防組合 S53. 4. 1 21 姶良・伊佐地区介護保険組合 H11.11. 1

8 指宿広域市町村圏組合 S53. 4. 1 22 曽於地区介護保険組合 H11.11. 1

9 大隅肝属地区消防組合 S53. 4. 1 23 種子島地区広域事務組合 H11.11. 1

10 南大隅衛生管理組合 S54. 4. 1 24 大隅肝属広域事務組合 H12.11. 1

11 中南衛生管理組合 S54. 4. 1 25 公立種子島病院組合 H13.11. 1

12 大口地方卸売市場管理組合 S54. 4. 1 26 鹿児島県後期高齢者医療広域連合 H19.11. 1

13 伊佐湧水環境管理組合 S54. 4. 1 27 種子島産婦人科医院組合 H21.11. 1

14 伊佐北姶良火葬場管理組合 S54. 4. 1
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(3) 政令第402号関係団体

ア 市町村 〔12団体：１市，９町，２村〕
（令和６年３月31日現在）

番号 市町村名 番号 市町村名

1 奄 美 市 7 徳之島町

2 大 和 村 8 天 城 町

3 宇 検 村 9 伊 仙 町

4 瀬戸内町 10 和 泊 町

5 龍 郷 町 11 知 名 町

6 喜 界 町 12 与 論 町

イ 一部事務組合等 〔９団体〕
（令和６年３月31日現在）

番号 一部事務組合等名 設立年月日

1 大島地区衛生組合 S48. 8.17

2 沖永良部衛生管理組合 S51. 4. 1

3 沖永良部与論地区広域事務組合 S58. 2. 3

4 徳之島地区消防組合 S59. 4. 1

5 大島地区消防組合 H元. 4. 1

6 奄美群島広域事務組合 H 3. 7. 1

7 徳之島地区介護保険組合 H11. 6. 1

8 奄美大島地区介護保険一部事務組合 H11. 6. 1

9 徳之島愛ランド広域連合 H13. 3. 8
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別表３ 労働基準法による事業所区分

(1) 人事委員会が労働基準監督機関としての職権を行使する事業所 （令和５年４月１日改正）

労働基準 事 業 所
法による 事業内容
事 業 所 区 分 部 局 名 事 業 所 名

別表第１ 教育，研 知事部局
第 12 号 究，調査 総務部 短期大学

観光・文化スポーツ部 歴史・美術センター黎明館
環境林務部 環境保健センター 森林技術総合センター
商 工 労 働 水 産 部 工業技術センター 高等技術専門校（4）

障害者職業能力開発校 水産技術開発センター
農政部 大隅加工技術研究センター

農業開発総合センター 農業開発総合センター支場（4）
農業開発総合センター畜産試験場
フラワーセンター 肉用牛改良研究所

危 機 管 理 防 災 局 消防学校 環境放射線監視センター 22

教育委員会
事 務 局 楠隼中学校 高等学校（61）

特別支援学校（寄宿舎を除く。）（16）
総合教育センター 図書館（2）
青少年研修センター
少年自然の家（2） 博物館 埋蔵文化財センター 86

公安委員会

警察本部 警察学校 １

官公署の 同左 知事部局 本庁
事業（別 総務部 東京事務所
表第１に 消費生活センター かごしま県民交流センター
掲げる事 くらし保健福祉部 女性相談センター 知的障害者更生相談所（2）
業を除 商 工 労 働 水 産 部 大阪事務所 福岡事務所 計量検定所
く。） 農政部 病害虫防除所 家畜保健衛生所（6）

家畜保健衛生所支所（3）
危 機 管 理 防 災 局 防災航空センター
地域振興局 地域振興局（保健福祉環境部，北 地域振興局建設部甑島支

所，鹿児島地域振興局総務企画部自動車税課，大隅地域振興
局建設部河川港湾課志布志市駐在及び曽於畑地かんがい農業
推進センターを除く。）（5）
北 地域振興局建設部甑島支所
鹿児島地域振興局総務企画部自動車税課
大隅地域振興局建設部河川港湾課志布志市駐在
曽於畑地かんがい農業推進センター

支庁 支庁（保健福祉環境部及び大島支庁農林水産部農政普及課特
殊病害虫係を除く。）（2）
熊毛支庁屋久島事務所（保健福祉環境課を除く。）
大島支庁瀬戸内事務所 大島支庁喜界事務所
大島支庁徳之島事務所（保健衛生環境課を除く。）
大島支庁沖永良部事務所 大島消費生活相談所 38
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労働基準 事 業 所
法による 事業内容
事 業 所 区 分 部 局 名 事 業 所 名

官公署の 同左 教育委員会
事業（別 事 務 局 本庁 教育事務所（7） 総合体育センター 9
表第１に
掲げる事 公安委員会
業を除 警察本部 警察本部 警察署（27） 28
く。）

そ の 他 議会事務局 選挙管理委員会事務局 人事委員会事務局
各種委員会 監査委員事務局 労働委員会事務局

海区漁業調整委員会事務局 内水面漁場管理委員会事務局
7

計 191 事業所

(注) 企業職員及び単純労務職員は，労働局及び労働基準監督署の所管である。

(2) 労働基準監督署が労働基準監督機関としての職権を行使する事業所

労働基準 事 業 所
法による 事業内容
事 業 所 区 分 部 局 名 事 業 所 名

別表第１ 水道 工業用水道部 工業用水課
第 1 号 1

別表第１ 飼育，畜 知事部局
第 7 号 産 支庁 大島支庁農林水産部農政普及課特殊病害虫係 1

別表第１ 保健衛生 知事部局
第 13 号 くらし保健福祉部 精神保健福祉センター

ハートピアかごしま 若駒学園
こども総合療育センター 難病相談・支援センター
児童相談所（4）
食肉衛生検査所（7） 動物愛護センター

地域振興局 保健福祉環境部（支所を除く。）（5）
保健福祉環境部支所（4）

支庁 保健福祉環境部（2）
熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課
大島支庁徳之島事務所保健衛生環境課 30

県立病院局 県立病院課
病院（4） 県民健康プラザ鹿屋医療センター 6

教育委員会
事 務 局 特別支援学校寄宿舎（5） 5

計 43 事業所
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別表４ ボイラー等の設置状況

（令和６年３月31日現在，単位：基）

事 業 所 名 ボイラー 第一種圧力容器 クレーン ゴンドラ 計

水産技術開発センター 1 1

工業技術センター 3(1) 3(1)

歴史・美術センター黎明館 1(1) 1(1)

大隅加工技術研究センター 2 2

鹿児島地域振興局（建設部） 2(1) 2(1)

北 地域振興局（建設部） 1 1

大 隅 地 域 振 興 局 建 設 部 河 川 港 湾 課 志 布 志 市 駐 在 4 4

鹿児島県本庁（出納局管財課） 5 5

かごしま県民交流センター 1(1) 1(1) 2(2)

鹿児島水産高等学校 1 2 3

薩摩中央高等学校 1 1

徳之島高等学校 1 1

川内商工高等学校 1 1

鹿屋農業高等学校 1 1

加治木工業高等学校 1 1

伊佐農林高等学校 1 1

市来農芸高等学校 1 1

鶴翔高等学校 2 2

種子島高等学校 1 1

曽於高等学校 1 1

山川高等学校 1 1

加世田常潤高等学校 1 1

計 22 事業所 4(1) 19(1) 8(2) 6(1) 37(5)

（注）（ ）は，休止報告のあった基数で，うち書。
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